
     令和７年５月

関係事業場　殿

　１.　日　時　　令和７年７月２３日（水）　　午前１０ 時 ００ 分より

　２.　会　場　　千葉県経営者会館

　　　　　      　 千葉市中央区千葉港　４－３         

　つきましては、業務ご繁忙のこととは存じますが法定事項に係わることでありますので、この機会に

もれなく受講されますようにご案内申し上げます。

　なお、受講者には修了証を交付致します。

記

　★　ＪＲ京葉線「千葉みなと」 駅下車　徒歩１０分
　★　千葉都市モノレール「市役所前」 駅下車 徒歩５分

た「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」に基づき行われます。

　また、定期自主検査につきましては、労働安全衛生法第４５条１項、ボイラー及び圧力容器安全規

則第３２条により、同規定に定める諸項目について、１月以内ごとに１回、定期に行うことが義務付け

られています。

　上記の規定による性能検査及び自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、標記の講習会を下

記要領により開催することに致しました。

主催　　一般社団法人　日本ボイラ協会千葉支部

　　　　　　　「ボイラーの定期自主検査指針研修会」の開催について

　ボイラーの性能検査の有効期間の更新について、一般社団法人　日本ボイラ協会は、厚生労働省

の通達「登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について」  （基発0331008号平成16年3月

31日）により、運用されていますが、性能検査は、令和3年3月29日付け基発0329第11号で改正され



３．科目および担当講師

４．受講料とテキスト代

　１）受講料

　２）テキスト料

　会　員

　会員外

５．申込要領等

（１）郵便局備付けの「払込取扱票」により、受講費用合計金額を振り込んで下さい。

  「払込取扱票」通信欄には「「ボイラー定期自主検査指針」と記載して下さい。

　振込先　： ゆうちょ銀行　口座番号　００１５０－２－７８１８００

　加入者名　一般社団法人　日本ボイラ協会千葉支部

： ゆうちょ銀行　店名　〇一九支店　(ゼロイチキュウ支店)

： 口座番号　０７８１８００

 加入者名：　一般社団法人　日本ボイラ協会千葉支部

１）申込書により、修了証を作成しますので、氏名は楷書で記入してください。

２）講習会場の駐車場はありません。

３）昼食は、各自で用意して下さい。

４）受講時、マスク着用（個人の判断）をお願い致します。

６）日本ボイラ協会千葉支部のホームページにて、講習会案内、申込書はダウンロード出来ます。

千葉検査事務所

令和７年７月９日（水）

13,200 円 （受講料  12,000円＋消費税）

11,000 円 （受講料  10,000円＋消費税）

定員になり次第、締切りとさせていただきます。

　※受付後、取り消しの申し出がありましても、受講費用等はお返しいたしかねますので、
　　　ご了承願います。

　　計１４，８５０円

締
切

〒260-0031   千葉市中央区新千葉 3-2-1  新千葉プラザ　308号
　　　　　 　　　 一般社団法人　日本ボイラ協会千葉支部

 　　「改訂ボイラーの定期自主検査指針の解説」

連
絡
事
項 ５）ご記入いただきました、個人情報につきましては、当支部が責任を持って管理し、本講習の的確な

   実施のみに利用させていただきます。

基本受講費用

　申込書に必要事項を記載し、受講費用を添え現金書留にて送付して下さい。

　新型コロナウイルス感染防止のため、当面の間、窓口業務は中止致します。

会 員 外

（２）「ご利用明細書」の写しを申込書に貼付し、ＦＡＸまたは郵送して下さい。

　＜2020年10月改訂版第3刷＞ 　　計１２，６５０円

1,650円 （本体価格1,500円＋消費税）

（１）次の口座に受講費用合計金額を振込んで下さい。

（２）「振替払込請求書兼受領証」の写しを申込書に貼付し、ＦＡＸまたは郵送して下さい。

　２）現金書留

振込先 

　※テキストをお持ちの方は、不要のテキスト代金を差し引いた金額となります。

12:00～13:00

10:00～12:00

2) 性能検査にあたっての手順と留意点
13:00～16:00

3) 改訂ボイラーの定期自主検査指針の解説

会　 　員

月　　日 時　　間 内　　　　　　容 支　部　講　師

７月２３日
(水)

千葉検査事務所

山口　　彰

昼　　食　　休　　憩

１）ボイラー関係の災害発生状況 について
山口　　彰

ＴＥＬ　０４３－２４６－４７５３
ＦＡＸ　０４３－２４６－４７５４

申
込
方
法

　１）窓口

　３）郵便局
 　　振込

当 　座 

申
込
先

 「ご利用明細書」の写しを申込書に貼付し、ＦＡＸまたは郵送して下さい。

　４）他の金
   　 融機関
 　   から振
　    込の場
　　　合

ＡＴＭ振込


